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民 年 金 だ よ り国 むつ年金事務所 ☎22-2278

ご存知ですか？ 国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料

を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、

60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、保険料を納めることにより、満
額に近づけることができます。（国民年金の任意加入は、お申し出した日からとなります。）
なお、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間など

が原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になる
まで任意加入することができます。（ただし、昭和40年４月１日以前に生まれた方に限ら
れます。）
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も国民年金に任意加入することができます。
詳しくは、役場国民年金担当窓口またはむつ年金事務所へお問合せください。



自動車税種別割の住所変更について
自動車税種別割は、毎年４月１日現在の自動車の所有者に１年分を納めていただく

税金で、青森県では６月に課税しています。
自動車税種別割の納税通知書は、原則として車検証に記載されている住所にお送り

しています。自動車をお持ちの方は、引っ越しなどで住所が変わったときには、運輸支
局で住所の変更登録をする必要があります。３月中にこの変更登録をすると、自動車
税種別割の納税通知書も変更後の住所に送られることになります。
すぐに変更登録の手続ができない事情がある場合は、下北地域県民局県税部まで新

しい住所をお知らせください。
また、自動車税種別割の住所変更の届出は県税ホームページでも受付しています。

（https://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/027_jidousha_juushohenkou.html）
【お問合せ】下北地域県民局県税部 納税管理課 ☎２２－８５８１（内線210、211）

国民年金保険料学生納付特例の申請について
学生納付特例制度により、平成31年度（令和元年度）に保険料納付を猶予されている方

で、令和２年度も引き続き在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号などが印字されたはが
き形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一の学校に在学されている方は、このはがきに必要事項を記入して返送していただく

ことにより、令和２年度の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写しの
添付は不要です。）
なお、令和２年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納

付書を作成して送付します。お手数をおかけしますが、むつ年金事務所までお問合せくだ
さい。

【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：宮澤


